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 津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布す

る。 

  平成１８年１２月２５日 

 

                津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３１９号 

   津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の１７の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定め

るものとする。 

 （長期継続契約をすることができる契約） 

第２条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 物品の借入れ及びその保守に関する契約で、商慣習上複数年度にわたり

契約を締結することが一般的であるもの 

  ⑵ 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の

提供を受ける必要があるため、複数年度にわたり契約を締結することを要

するもの 

    附 則 

この条例は、平成１９年１月１日から施行する。 

 

 



 
 
 
 津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。  
  平成１８年１２月２５日  
                                                         

                      津市長 松 田 直 久  
 
津市条例第３２０号  
   津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

   例  
 津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年津市条例第

９号）の一部を次のように改正する。  
 第３条中「当月分」を「日」に、「ついた」を「就いた」に改める。  

第４条中「、死亡」を削り、「、その当月分」を「その日までの報酬を支給

し、死亡によりその職を離れたときはその死亡した日の属する月」に改め、

同条の次に次の１条を加える。  
第４条の２ 前２条の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から

支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その

報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。  
 第６条第１項及び第２項中「任期満了等」の次に「又は死亡」を加える。  

附 則  
 この条例は、公布の日から施行する。  
 
 



 
 
 
 津市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。  
  平成１８年１２月２５日  
                                                         

                      津市長 松 田 直 久  
 
津市条例第３２１号  
   津市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例  
 津市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条例

第４０号）の一部を次のように改正する。  
 第５条第３項中「なった日の属する月」を「なった日」に、「死亡した日の

属する月までの月数とする」を「死亡した日までの引き続いた在職期間につき

暦に従って計算する」に改め、同項に後段として次のように加える。  
  この場合において、在職月数が１月未満のときは１月とし、在職月数に１

月未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた月数とする。  
附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
 
 



 
 
 
 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。  
  平成１８年１２月２５日  
                                                         

                      津市長 松 田 直 久  
 
津市条例第３２２号  
   委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  
 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年津市条例第４

３号）の一部を次のように改正する。  
 第２条第２項第２号中「その他」を「、辞職、失職又は死亡」に改め、同号

ただし書を次のように改める。  
   ただし、月の中途において就職したとき、又は任期満了、辞職若しくは

失職により離職したときは、その月の現日数又は市長があらかじめ指定した日

数を基礎として日割計算によって支給する。  
 第２条第２項第３号中「ものは､ 」の次に「就職の月から任期満了、辞職、

失職又は死亡による離職の月まで」を、「年度末」の次に「に支給する｡ 」を

加え、同号に次のただし書を加える。  
   ただし、年の中途において任期満了、辞職又は失職したときは月割計算

により当該事由の発生した日の属する月までの額（当該事由が発生した日の属

する月の額は、その月の現日数を基礎として日割計算による額）を、死亡した

ときは月割計算により死亡した日の属する月までの額を支給する。  
附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
 
 



 

 

 

 津市職員退職手当基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成１８年１２月２５日 

 

                      津市長 松 田 直 久  

        

 

津市条例第３２３号 

津市職員退職手当基金条例の一部を改正する条例 

 津市職員退職手当基金条例（平成１８年津市条例第５６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「津市職員の退職手当に関する条例（平成１８年津市条例第４９号） 

の規定に基づく退職手当の支給」を「三重県市町職員退職手当組合に対する負

担金の納付」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成１９年１月１日から施行する。 

 



 
     
 

  
 津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。  
  平成１８年１２月２５日  
 

                津市長 松 田 直 久  
 
津市条例第３２４号  
   津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  
  津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１

４５号）の一部を次のように改正する。  
第３条の表し尿中継施設の項を削る。 

第５条の表中 
 「  
津市安芸・  
津衛生セン  
ター  
津市クリー  
 
ンセンター  
くもず  

 

津市衛生中  
継所  

し尿及び浄化槽汚泥  運搬車（容積１．８キロリットル) 
１台につき１５０円とする。ただ  
し、１．８キロリットル未満は、  
１５０円とする。  

 
 
 
 
 を

 
 
   
」                                      「  

津市安芸・  
津衛生セン  
ター  

 

津市クリー  
ンセンター  
くもず  

し尿及び浄化槽汚泥  運搬車（容積１．８キロリットル) 
１台につき１５０円とする。ただ  
し、１．８キロリットル未満は、  
 
１５０円とする。  

 
 
 
 に

 
   
」                                                                                                           

改める。  
    附 則  

この条例は、平成１９年２月１日から施行する。  



 

 

 

 

 津市美里農産物加工センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  平成１８年１２月２５日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３２５号 

   津市美里農産物加工センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

 津市美里農産物加工センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年津市

条例第１７９号）の一部を次のように改正する。 

第３条の次に次の８条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第３条の２ センターの管理は、法第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。 

 （指定管理者が行う業務） 

第３条の３ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 ⑴ センターの使用の許可に関する業務 

 ⑵ センターの施設、設備器具等の維持管理に関する業務 

 ⑶ その他市長が必要と認める業務 

 （指定管理者が行う管理の基準） 

第３条の４ 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市

長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。 

 （指定管理者の指定の申請） 

第３条の５ 指定管理者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。） 

は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に 

申請しなければならない。 

 ⑴ センターの管理に係る事業計画書 

 ⑵ センターの管理に係る収支計画書 

 ⑶ 申請者の経営状況を説明する書類 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

 



 （指定管理者の指定） 

第３条の６ 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準

によって当該申請の内容を総合的に審査した上、指定管理者の候補者を選定

し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

 ⑴ センターの運営に関し、住民の平等利用を確保することができる者であ

ること。 

 ⑵ センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の

縮減を図ることができる者であること。 

 ⑶ センターの管理を適確に遂行するに足りる物的能力及び人的能力を有し

ている者であること。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

第３条の７ 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げる事項を記

載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ センターの管理業務の実施状況及び利用状況 

 ⑵ 第６条第１項に規定する利用料金の収入の実績 

 ⑶ センターの管理に係る経費の収支状況 

 ⑷ その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、年度の中途において第３条の９

第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起

算して３０日以内に前項の事業報告書を提出しなければならない。 

 （業務報告の聴取等） 

第３条の８ 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、 

その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に 

報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 （指定の取消し等） 

第３条の９ 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管

理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続すること

が適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理

の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、本

市は、その責めを負わない。 

 第４条及び第５条中「市長」を「指定管理者」に改める。 

第６条の見出しを「（利用料金）」に改め、同条中「使用料を納付しなけれ

ば」を「センターの使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理

 



者に支払わなければ」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

 第７条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長」を「指

定管理者」に、「使用料」を「利用料金」に改める。 

第９条第１項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「本市」を

「指定管理者」に改める。 

第１０条を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は第３条の９第１項の

規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備器具

等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承諾を得たと

きは、この限りでない。 

第１１条中「使用者その他」を「指定管理者又は使用者その他」に改める。 

第１２条中「市長」を「指定管理者」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

津市美里農産物加工センター施設の利用料金 

単位 円 

区  分 利 用 料 金 

加工 １樽（４斗樽）につき ３，６００

ミンチ １樽（４斗樽）につき   ６００

１袋（１kg）につき    １０
みそ 

袋詰め 
１袋（４０ｇ）につき     １

１缶（１斗缶）につき   ６００

１缶（半斗缶）につき   ４００加工 

１缶（２号缶）につき   ２００
たけのこ 

真空パック １袋（２００ｇ）につき     ５

加工 原料１kg につき   １００

瓶詰め １瓶（２００ｇ）につき    １０ジャム 

袋詰め １袋（２０ｇ）につき     １

こんにゃく 加工 １丁（２００ｇ）につき    １０

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 



２ この条例の施行前に改正前の津市美里農産物加工センターの設置及び管理

に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改

正後の津市美里農産物加工センターの設置及び管理に関する条例の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 市長は、この条例の施行の日前においても、センターに係る指定管理者の

指定に必要な準備行為を行うことができる。 

 

 

 



 

 

    

津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  平成１８年１２月２５日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第３２６号 

津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例   

 津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年津市条例第２０２ 

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

 

橋内東部第２処理分区第６負担区         ３８４円 
「 

」
を

      

橋内東部第２処理分区第６負担区 ３８４円 

橋内東部第２処理分区第７負担区         ３８４円 

「 

に、 

」
 

津第１処理分区第３負担区 ３８４円 
 「 

」
を

 
「 

津第１処理分区第３負担区 ３８４円 

津第１処理分区第４負担区           ３８４円 
に、 

」
 

津第２処理分区第３負担区 ３８４円 
「 

を
」

 
「 

津第２処理分区第３負担区 ３８４円 

津第２処理分区第４負担区           ３８４円 
に、

」
 

津第５処理分区第４負担区    ３８４円 
「 

」
を

 

津第５処理分区第４負担区    ３８４円 

津第５処理分区第５負担区           ３８４円 

「 

に 

」
改め、同表に次のように加える。 



白山第５処理分区第１分担区           ３８４円 

附 則 

 この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 



 
 
 
 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。  
  平成１８年１２月２５日  
                                                         

                      津市長 松 田 直 久  
 
津市条例第３２７号  
   津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例  
 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例（平成１８年津市条

例第２２７号）の一部を次のように改正する。  
 第５条第３項中「なった日の属する月」を「なった日」に、「死亡した日の

属する月までの月数とする」を「死亡した日までの引き続いた在職期間につき

暦に従って計算する」に改め、同項に後段として次のように加える。  
  この場合において、在職月数が１月未満のときは１月とし、在職月数に１

月未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた月数とする。  
附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
 
 



 

 

 

津市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

平成１８年１２月２５日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第３２８号 

津市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条

例 

 津市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例（平成１８年津市条例第

２５６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２号中「障害の等級」を「障害等級」に改める。 

 別表備考以外の部分中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同表備考１中 

「障害の等級」を「障害等級」に、「別表第３」を「第６条第２項」に改め、 

同表備考２中「障害の等級」を「障害等級」に、「第６条第２項から第６項（ 

第３項第１号を除く。）まで」を「第６条第５項から第８項（第６項第１号を 

除く。）まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令（平 

成１８年総務省令第１１０号）第３条第２項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 

 

津市職員の退職手当に関する条例を廃止する条例をここに公布する。 

  平成１８年１２月２５日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津 市 条 例 第 ３ ２ ９ 号  

津市職員の退職手当に関する条例を廃止する条例 

 津市職員の退職手当に関する条例（平成１８年津市条例第４９号）は、廃止

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１月１日から施行する。 

 （津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 津市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年津市条例第３５号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１２条までを１条ずつ

繰り上げる。 

 （津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

３ 津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１８年津市条例第３

７号）の一部を次のように改正する。 

  第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条を第８条とし、第１０条を第

９条とする。 

（津市職員の給与に関する条例の一部改正） 

４ 津市職員の給与に関する条例（平成１８年津市条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

  第１２条中「津市職員の退職手当に関する条例（平成１８年津市条例第４ 

９号）」を「三重県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例（昭和３７年 

三重県市町村職員退職手当組合条例第１２号）」に改める。 

  第３７条中「その遺族に）」の次に「三重県市町職員退職手当組合により」

を加え、「別に条例で定める」を「三重県市町村職員退職手当組合退職手当 

支給条例の規定による」に改める。  

 （津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 



５ 津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１８年津市

条例第２１９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「津市職員の退職手当に関する条例（平成１８年津市条例第 

４９号）第６条」を「三重県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例（昭 

和３７年三重県市町村職員退職手当組合条例第１２号）第５条の３」に改め、 

「（消防長及び三重短期大学学長の職にある者にあっては、１００分の１）」 

を削る。 

（津市学校給食調理員の給与等に関する条例の一部改正） 

６ 津市学校給食調理員の給与等に関する条例（平成１８年津市条例第２２８

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条を次のように改める。 

（退職手当） 

 第４条 調理員が退職した場合には、その者（死亡による退職の場合には、 

その遺族）に三重県市町職員退職手当組合により退職手当を支給する。退 

職手当の支給基準、額及び支給方法は、三重県市町村職員退職手当組合退 

職手当支給条例（昭和３７年三重県市町村職員退職手当組合条例第１２号）

の規定による。 

 



津市職員の退職手当に関する条例を廃止する条例の施行に伴う関係規則の整

理に関する規則をここに公布する。 

平成１８年１２月２８日 

  

                     津市長 松 田 直 久       

 

津市規則第２７４号 

   津市職員の退職手当に関する条例を廃止する条例の施行に伴う関係規則

の整理に関する規則 

（津市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第１条 津市職員の育児休業等に関する規則（平成１８年津市規則第２３号） 

 の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第１２条」を「第１１条」に改める。 

 （津市公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正） 

第２条 津市公益法人等への職員の派遣等に関する規則（平成１８年津市規則 

第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１０条」を「第９条」に改める。 

 第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

 （津市職員の退職手当に関する条例施行規則の廃止） 

第３条 津市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第３ 

５号）は、廃止する。 

   附  則 

  この規則は、平成１９年１月１日から施行する。 

 

 



 津市アストプラザ内アストホール等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  
  平成１８年１２月２８日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
津市規則第２７５号  
   津市アストプラザ内アストホール等に関する規則の一部を改正する規則  
 津市アストプラザ内アストホール等に関する規則（平成１８年津市規則第５

５号）の一部を次のように改正する。  
 第２１条第１項第１号中  ｢並びに住民票の写し｣ を削り、同項中第８号を第  
９号とし、第２号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号

を加える。  
２   住民基本台帳の記録に関すること。  

   附 則  
 この規則は、平成１９年１月１日から施行する。  

 



津市ポルタひさいふれあいセンター内市民ギャラリー等に関する規則の一部  
を改正する規則をここに公布する。  
  平成１８年１２月２８日  

 
                      津市長  松  田  直  久  

 
津市規則第２７６号  
   津市ポルタひさいふれあいセンター内市民ギャラリー等に関する規則の  

一部を改正する規則  
 津市ポルタひさいふれあいセンター内市民ギャラリー等に関する規則（平成

１８年津市規則第５９号）の一部を次のように改正する。  
 第２２条第１項第１号中「並びに住民票の写し及び証明」を「及び証明書」  
に改め、同項中第８号を第９号とし、第２号から第７号までを１号ずつ繰り下  
げ、第１号の次に次の１号を加える。  

（２）  住民基本台帳の記録に関すること。  
   附  則  
 この規則は、平成１９年１月１日から施行する。  

                                       



津市訓令第４７号                            

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。   

  平成１８年１２月１９日                       

                                    

                      津市長 松 田 直 久   

                                    

   津市職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令           

 津市職員任免事務取扱規程（平成１８年津市訓令第１０号）の一部を次のよ 

うに改正する。                             

 別表分限処分の項中「調整手当」を「地域手当」に改める。        

 第５号様式を次のように改める。                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
第５号様式（第５条関係） 

所   属 職員番号 氏    名 種 類 
    

昇     給     額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昇 給 発 令 
通 知 書 

       年  月  日 
 

 



   附 則                              

 この訓令は、公布の日から施行する。                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市訓令第４８号               

                              庁中一般  

                              出先機関 

津市職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

平成１８年１２月２８日 

  

                     津市長 松 田 直 久 

 

   津市職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令 

 津市職員任免事務取扱規程（平成１８年津市訓令第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表退職の項を次のように改める。 

辞 職  職員の意思に基づいて職を

退かせることをいう。 

辞職を承認する         

附 則 

  この訓令は、平成１９年１月１日から施行する。 

 

 



津市告示第５２５号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、  
地縁による団体を次のとおり認可した。  
  平成１８年１２月１８日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
１ 名称  
  岡南区自治会  
２ 規約に定める目的  

 本会は、良好な地域社会の維持及び形成に資するよう、次に掲げる地域的

な共同活動を行うことを目的とする  
 （１）会員の相互扶助、親睦及び連絡調整に関すること。  
 （２）地域環境の保全及び生活環境の改善に関すること。  
 （３）保健及び福祉の増進に関すること。  
 （４）文化の振興に関すること。  
 （５）防災、防犯等地域の安全に関すること。  
 （６）公民館施設等保有財産の管理に関すること。  
 （７）慣行祭祀に関すること。  
 （８）前各号に掲げるもののほか、良好な地域社会の維持及び形成に資する

ための必要な活動に関すること。  
３ 区域  

  本会の区域は、三重県津市安濃町川西字藤ヶ森１０番地２、２０番地か

ら１１９番地１、川西字岡副１１４番地から２９７番地６、川西字廣見３

５２番地１、川西字丸垣内３７３番地６、連部字ゆふけ５６番地から５８

番地の区域とする。  
４ 事務所  
  三重県津市安濃町川西４２番地 岡南区公民館内に置く。  
５ 代表者の氏名及び住所  
  玉津 嘉二  
  三重県津市安濃町川西２９６番地  
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

無  
 なし  

７ 代理人の有無  



  なし  
８ 規約に定める解散の事由  
  本会は、地方自治法第２６０条の２第１５項において準用する民法第６８

条第１項第３号及び第４号並びに第２項の規定により解散する。  
  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得

なければならない。  
９ 認可年月日  
  平成１８年１２月１８日  



津市告示第５２６号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 久居駅（放置禁止区域）                  

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１８日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５２７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び久居駅（放置禁止区域）            

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１９日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５２８号  
 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。  
  平成１８年１２月２０日  

 
                  津市長   松 田 直 久  

 
指定した業者  

業  者  名  所      在      地  指     定     期     間  

紘 誠 設 備  津市末広町３１番８号
平成１８年１１月 １日から

平成２２年   ３月３１日まで

有限会社成治水

道  
鈴鹿市平田二丁目５番

７号  
平成１８年１１月１６日から

平成２２年   ３月３１日まで

栗原設備工業有

限会社  
鈴鹿市石薬師町５７１

番地７５  
平成１８年１１月１６日から

平成２２年   ３月３１日まで

有限会社グリ－

ンテック三重  
津市久居野村町３１４

番地２２  
平成１８年１１月１６日から

平成２２年   ３月３１日まで

 
 
                                          



津市告示第５２９号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。  
  平成１８年１２月２０日  
 

津市長 松 田 直 久   
 
１ 名称  
  小森山自治会  
２ 規約に定める目的  
  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。  
 ⑴ 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡  
 ⑵ 美化・清掃等区域内の環境の整備  
 ⑶ 集会施設の維持管理  

⑷ その他目的達成に必要なこと  
３ 区域  
  本会の区域は、別表に定める区域とする。  
４ 事務所  
  三重県津市高茶屋小森町１６５７番地１  
５ 代表者の氏名及び住所  
  藤井 昭一  
  三重県津市高茶屋小森町１６５７番地１  
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有  
 無  
  なし  
７ 代理人の有無  
  なし  
８ 規約に定める解散の理由  
  本会は、地方自治法第２６０条の２第１５項において準用する民法第６８

条第１項第３号及び第４号並びに第２項の規定により解散する。  
  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得

なければならない。  
９ 認可年月日  
  平成１８年１２月２０日  
 
 
 



別表 (第３条関係の区域 ) 
 

町 名  字 名  地番等  

向 山  
全て（ただし、下記に示す小森向山苑

自治会区域を除く）  

龍ヶ谷  
全て（ただし、下記に示す小森向山苑

自治会区域を除く）  

三軒家  
全て（ただし、下記に示す小森向山苑

自治会区域を除く）  

野 田  全て  

高茶屋小森町 

瓦ヶ野  
市道高茶屋里ノ上第４０号線及び市道

高茶屋里ノ上第４５号線以南、４１５

１番地～４１５６番地  

高茶屋小森上野町 野 田  
全て（ただし、５２番地１～５２番地

５、７２１番地１、７２１番地２、７

２２番地を除く）  
 
小森向山苑自治会区域  
 津市高茶屋小森町字向山１７０６番地の５１から１７０６番地の５５まで、

１７０６番地の６５から１７０６番地の７７まで、１７０６番地の１１８、１

７０６番地の１４１、１７０６番地の１２５から１７０６番地の１３２まで、

１７０７番地の５３から１７０７番地の７７まで、１７０７番地の１０３から

１７０７番地の１０５まで、１７０７番地の１３８から１７０７番地の１４９

まで、１７０７番地の２２１から１７０７番地の２９７まで、１７０７番地の

３１７、１７０７番地の３６６、字龍ケ谷１６８０番地の１から１６８０番地

の９まで、字三軒家１６７１番地の１５から１６７１番地の３１まで、１６７

３番地の１から１６７３番地の５まで、１６７５番地及び１６７７番地の１か

ら１６７７番地の２までの区域  



津市告示第５３０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月２０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び久居駅（放置禁止区域）            

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月２０日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 





津市告示第５３２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月２１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）及び白塚駅公共自転車等駐車

場                             

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月２１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 




